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厚生労働省社会・援護局保護課長

東北地方太平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて(その 2)

標記の件について、下記の事項に留意の上、適切な保護の実施にあたられるよう、管内

実施機関に対し周知徹底をお願いします。
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1 保護費の支給事務について

避難所において保護費を支給する場合、必要な保護費を遺漏なく支給すること。被災

状況によっては、生活実態の把握が十分できない場合も考えられるが、被災者の特別な

事情に配慮し、不足が生じることのないよう配慮すること。

'この場合、体育館・公民館等の避難所における最低生活費の算定に当たり、生活扶助

は居宅基準を計上すること。ただし、避難所の代わりに旅館・ホテル等を借り上げた場

合については、具体的な事例に即し、個別に判断することとしている。

2 一時的に保護費の支給が困難な場合の取扱いについて

生活保護受給者に対しては、上記 1の対応により遺漏なく最低生活を保障することと

しているが、保護の実施機関の震災被害等により、一時的に保護費の支給が困難な状況

にある場合については、「生活福祉資金貸付(福祉資金[緊急小口資金])の特例につい

てJ(平成 23年3月 11日社援発031 1第3号厚生労働省社会・援護局長通知)を

参照の上、被災した世帯に対する緊急小口資金の貸付の活用も検討すること。

また、やむを得ず貸付を利用する場合、当該貸付金は保護費が実際に支給されるまで

の生活費の立替えであることから、保護費支給時に速やかに一括して当該貸付金の償還

を行うことについて、当該貸付の実施機関と連携を図り確認した上で収入認定しない取

扱いとして差し支えない。

なお、保護費が支給された後、当該貸付金を速やかに一括して償還しないことが確認

された場合、未償還分については最低生活費を超えるものとして、全額収入認定するこ

と。


